
改

正

後

改

正

前

（
開
設
の
申
請
）

（
開
設
の
申
請
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

薬
剤
師
不
在
時
間
（
開
店
時
間
（
営
業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
（
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
け
る
そ
の
薬

局
又
は
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
す
る
一
般
用
医
薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇

薬
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
四
条
第
二
号
ホ
及
び
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。）の
販
売
又
は
授
与
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
み
を
行
う
時
間
を
除
い
た
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
、
当
該
薬
局
に
お
い
て

調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
が
当
該
薬
局
以
外
の
場
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
か

つ
、
一
時
的
に
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
剤
師
が
不
在
と
な
る
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
有
無

（
新
設
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

特
定
販
売
の
実
施
の
有
無

四

特
定
販
売
（
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
に
お
け
る
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
以
外
の
場
所
に
い
る
者
に
対
す
る
一
般

用
医
薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
毒
薬
及
び
劇
薬
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
四
項
第
二
号
ホ
及
び
第

十
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。）の
販
売
又
は
授
与
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
実
施
の
有
無

六

（
略
）

五

（
略
）

３
〜
８

（
略
）

３
〜
８

（
略
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
台
帳
の
記
載
事
項
）

第
七
条

令
第
一
条
の
八
に
規
定
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条

令
第
一
条
の
八
に
規
定
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
台
帳
に
記
載
す
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

薬
剤
師
不
在
時
間
の
有
無

（
新
設
）

六
〜
十
三

（
略
）

五
〜
十
二

（
略
）

平成 年 月 日 火曜日 (号外第 号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う

無
線
局
並
び
に
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
う
ち
二
、
五
四
五

を
超
え
二
、
五
七
五

以
下
及
び
二
、
五
九
五

を
超
え
二
、
六
四
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

の
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
う
ち
二
、
五
四
五

を
超
え
二
、
五
七
五

以
下
及
び
二
、
五
九
五

を
超
え
二
、
六
四
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
局
事
項
書
の
様
式
は
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
免
許
規
則
別
表
第
二
号
第
２
及
び
別
表
第
二
号
の
四
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
四
年
九
月

三
十
日
ま
で
を
免
許
の
日
と
す
る
申
請
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
六
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
四
条
第
二
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
九
条
の
四
、
第
十
条
第
二
項
並
び

に
第
三
十
六
条
の
八
第
四
項
並
び
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の

も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



（
基
本
情
報
等
の
変
更
の
報
告
）

（
基
本
情
報
等
の
変
更
の
報
告
）

第
十
一
条
の
四

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
別
表
第
一
第
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
情
報
並
び
に
同

項
第
三
号

及
び
同
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
十
一
条
の
四

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
に
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
別
表
第
一
第
一
の
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
情
報
及
び
同
項

第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
所
等
の
閉
鎖
）

（
医
薬
品
を
陳
列
す
る
場
所
等
の
閉
鎖
）

第
十
四
条
の
三

薬
局
開
設
者
は
、
開
店
時
間
の
う
ち
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は

授
与
し
な
い
時
間
は
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
を
閉
鎖
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
三

薬
局
開
設
者
は
、
開
店
時
間
（
営
業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
の
み
を
行
う
時
間
を
除
い
た
時
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、又
は
授
与
し
な
い
時
間
は
、

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
通
常
陳
列
し
、
又
は
交
付
す
る
場
所
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

薬
局
開
設
者
は
、
薬
剤
師
不
在
時
間
は
、
調
剤
室
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）

（
薬
局
に
お
け
る
掲
示
）

第
十
五
条
の
十
五

法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
次
項
に
定
め

る
事
項
を
表
示
し
た
掲
示
板
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
十
五

法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
次
項
に
定
め
る
事
項
を
表
示
し
た
掲
示
板
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
別
表
第
一
の
二

の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
薬
剤
師
不
在
時
間
の
掲
示
）

第
十
五
条
の
十
六

法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
う
ち
、
薬
剤
師
不
在
時
間
に
係
る
も
の
は
、
当
該
薬

局
内
の
見
や
す
い
場
所
及
び
当
該
薬
局
の
外
側
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

第
十
六
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

薬
剤
師
不
在
時
間
の
有
無

（
新
設
）

二
〜
五

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
販
売
従
事
登
録
の
申
請
）

（
販
売
従
事
登
録
の
申
請
）

第
百
五
十
九
条
の
七

（
略
）

第
百
五
十
九
条
の
七

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当

該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
等
の
行
為
の
際
当

該
申
請
書
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
旨
が
付
記
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

一

販
売
従
事
登
録
を
受
け
よ
う
と
申
請
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）が
登
録
販

売
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

一

販
売
従
事
登
録
を
受
け
よ
う
と
申
請
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）が
登
録
販

売
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
若

し
く
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
登
録
販
売
者
試
験
の
申
請
時
か
ら
氏
名
又
は
本
籍
に
変
更
が
あ
つ
た
者

に
つ
い
て
は
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
、
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ

い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五

に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限

る
。））

二

申
請
者
の
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
又
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
（
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い

て
は
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に

規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）又
は
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限

る
。））

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

平成 年 月 日 火曜日 (号外第 号)官 報



様
式
第
一
（
第
一
条
関
係
）

様
式
第
一
（
第
一
条
関
係
）

薬
局
開
設
許
可
申
請
書

薬
局
開
設
許
可
申
請
書

（
略
）

（
略
）

相
談
時
及
び
緊
急
時
の
連
絡
先

相
談
時
及
び
緊
急
時
の
連
絡
先

薬
剤
師
不
在
時
間
の
有
無

有
・

無
特
定
販
売
の
実
施
の
有
無

有
・

無
特
定
販
売
の
実
施
の
有
無

有
・

無

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第
一

管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

第
一

管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

薬
局
サ
ー
ビ
ス
等

三

薬
局
サ
ー
ビ
ス
等

・

（
略
）

・

（
略
）

薬
剤
師
不
在
時
間
の
有
無

（
新
設
）

〜

（
略
）

〜

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
の
構
造
設
備
）

（
薬
局
の
構
造
設
備
）

第
一
条

薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

第
一
条

薬
局
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
調
剤
室
を

有
す
る
こ
と
。

九

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
調
剤
室
を

有
す
る
こ
と
。

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

薬
剤
師
不
在
時
間
（
施
行
規
則
第
一
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
薬
剤
師
不
在
時
間

を
い
う
。）が
あ
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
閉
鎖

す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
〜
十
五

（
略
）

十
〜
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
線
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め

に
必
要
な
遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

三

次
の
線
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
す
る
た
め

に
必
要
な
遮
蔽
壁
そ
の
他
の
遮
蔽
物
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

イ

貯
蔵
室
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

お
い
て
人
が
被
曝
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射

線
の
線
量

イ

貯
蔵
室
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

お
い
て
人
が
被
爆
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射

線
の
線
量

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

平成 年 月 日 火曜日 (号外第 号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一
の
第
一
の
三

を
同
三

と
し
、
同
三

か
ら

ま
で
を
同
三

か
ら

ま
で
と
し
、
同
三

の
次
に
同
三

を
加
え
る
改
正

規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
三
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


